
 

高年齢者及び障害者の雇用状況について、毎年６月１日現在の雇用状況を管

轄のハローワークあて報告していただくことが義務づけられています。 

 

◎ 報告用紙などは、５月下旬頃に厚生労働省から対象事業主あてに郵送されて

います。 

★高年齢者雇用状況報告書様式の一部が変更されました。 

 

雇用状況報告の対象となる事業主・・・奈良県内に本社を持ち、下記の条件に

あてはまる事業主です。 

・高年齢者→会社全体で概ね３０人以上の常用労働者を雇用 

・障 害 者→会社全体で概ね５６人以上の常用労働者を雇用 

  「障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第１項」 

（根拠となる法律） 

  一般企業における障害者の雇用状況を把握するためご報告いただく

ものです。なお、一般企業での法定の雇用率は１．８％となっていま

す。 

（目 的） 

② 障 害 者 雇用状況報告 

  「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第５２条第１項」 

（根拠となる法律） 

  事業主の定年・高年齢者雇用確保措置に係る指導等や高年齢者雇用施

策の企画立案等に活用するためご報告いただくものです。 

（目 的） 

① 高年齢者 雇用状況報告 

 

＞＞＞各報告の提出先、提出期限及び問い合わせ先は下記のとおりです。 

・ 提出先・・・管轄のハローワーク（封筒に明記されています） 

・ 提出期限・・・平成２２年７月１５日（木） 

（できる限り６月３０日（水）までに報告をお願いいたします。） 

・ 問い合わせ先・・・管轄のハローワーク又は 

           奈良労働局職業対策課（0742-32-0209）  

 



 

⑮ 過去１年間
状

況

の定
年到達者等の

(e)継続雇用
の終了に
よる離職
者数

(a)定年到達
者の総数
((b)＋(c)

＋(d))

(b)定年による
離職者数
（継続雇用
を希望しな
い者）

(c)継続雇用
者数

(d)継続雇用を
希望したが
基準に該当
しないこと
による離職
者数

５人 １人 ３人 １人 ４人

昨年までは、⑮欄は今後１年 見込み間の定年到達者等の につい
過去

てご
記入いただいておりましたが、今年から １年 状況間の をご記

平成21年６月１日から平成22年５月31日までに

入い
ただくこととなりました。

定年を迎えられた方
の継続雇用の状況及び定年後の継続雇用制度の上限年齢を迎えられ
て離職された方の状況をご記入くださいますようお願いいたします。

⑮ 今後１年間の定
年到達者等の見
込み

(e)継続雇用
の終了に
よる離職
予定者数

(a)定年到達
予定者の
総数
((b)＋(c)
＋(d))

(b)定年による
離職予定者
数（継続雇
用を希望し
ない者）

(c)継続雇用
予定者数

(d)継続雇用を
希望したが
基準に該当
しないこと
による離職
予定者数

６人 １人 ５人 ０人 ２人

○昨年の報告書

○今年の報告書

厚生労働省では、皆様からご報告いただいた内容を高
年齢者雇用確保措置に関する指導・助言や各種施策の
企画立案等の際に活用させていただいております。正
確な報告にご協力をお願いいたします。

毎年ご記入いただいている高年齢者雇用状況毎年ご記入いただいている高年齢者雇用状況
報告の⑮欄の内容が変更になりました報告の⑮欄の内容が変更になりました

厚生労働省／都道府県労働局／ハローワーク



高年齢者雇用状況報告書の記入例 

  詳細な説明、主な記入例については報告用紙に同封されています『高年

齢者及び障害者雇用状況報告 記入要領 平成２２年６月』に記載されて

います。ここでは、昨年報告において問い合わせ等の多かった事項につい

て主に例示しています。 

 

（１）職種別定年について 

（２）特殊な一律定年制について 

（３）選択定年について① 

（４）選択定年について② 

（５）選択定年について③ 

（６）定年年齢を引き上げる予定の場合 

（７）継続雇用制度について 

（８）『会社の認める者』について継続雇用制度の対象とする場合 

（９）継続雇用制度の最高雇用年齢を引き上げる予定の場合 

（１０）７０歳以上まで働ける制度等の状況について① 

（１１）７０歳以上まで働ける制度等の状況について② 

（１２）７０歳以上まで働ける制度等の状況について③ 

（１３）常用労働者数について 

（１４）求職活動支援書を作成した対象者数の把握について 

（１５）定年到達者等の状況について 

（１６）高年齢者雇用推進者の記入欄について 

 

 

【“⑧定年”について】 

（１）職種Ａについては定年が６０歳であり、職種Ｂについては、定年が

６５歳である場合 

 
✔ 

60 ✔   

 

 

 

（２）職種Ａの労働者が６０歳になったときに原則として全員が職種Ｂに

転換し、定年が６５歳である場合 

 

65 ✔ ✔ 

 



 

 

 

（３）定年退職年齢を５８歳から６５歳までの間で労働者が自由に選べる

場合 

 

 

 

 

 

 

（４）定年年齢は５８歳から６５歳までの幅があるが、６１歳以上の定年

を選択できるのは全員ではない場合（自由に選択できるのは６０歳

まで） 

 

 

 

 

 

 

（５）職種Ａの労働者は５３歳から６１歳までの間で、その他の職種の労

働者は５５歳から６５歳までの間で定年退職年齢を労働者が自由に

選べる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 65 

✔ 60 

61 ✔ 
  

 

 

 

 



【“⑨定年の改定予定等について】 

（６）定年年齢を下記のように引き上げる予定をしている場合 

  平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日  ６４歳 

平成２５年４月１日～            ６５歳 

 

64 ✔ ✔ 

４ 25 65 ✔ 
 

 

   

 

【“⑩継続雇用制度について”】 

✔ 
✔ 

✔ 65 
99 

✔ 

（７）就業規則の定めにより希望者全員を６５歳まで雇用し、６６歳以降

は労使協定による基準に該当する者だけを雇用し、その最高年齢は

定めていない場合 

→ 最高年齢欄に「９９」と記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（８）就業規則の定めにより、自社において、『会社の認める者』を６５歳

まで雇用する場合 → 「制度としては導入していない」に該当し

ます。 

 

 

 

 

 

 
✔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【“⑪継続雇用制度の導入・改定予定”について】 

 

✔ 
25 ４ 

✔ 
✔ 

65 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 
✔ 

64 

（９）労使協定により対象者に係る基準を定めて、最高雇用年齢を下記の

ように引き上げる予定の場合  

 

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日 ６４歳 

平成２５年４月１日～           ６５歳 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【“⑫７０歳以上まで働ける制度等の状況について”】 

（１０）６５歳定年を規定し、６５歳以降は自社で、本人が希望し、会社が必

要と認めれば、７０歳まで再雇用されることを就業規則に規定してい

る場合

 ✔ 
 

✔ 
 

 

 

 

 

（１１）６５歳定年を規定し、６５歳以降は本人が希望すれば複数の会社の共

同出資で設立した会社や子会社以外の取引会社に移籍出向させ、７０

歳まで雇用されることを就業規則に規定している場合

 

 

 
✔ 

 

 

 

 

 

（１２）７０歳まで働ける制度を就業規則等に定めてはいないが、７０歳まで

雇用する慣行がある場合（実際に７０歳以上の労働者が在籍している

必要はありません）

 

 

 

 
✔ 

 

✔  

 

 

 

※ なお、イ又はロの制度を就業規則等に設けていない場合で、（イ）、（ロ）及

び（ハ）のいずれにも該当しない場合は、ハだけを選択してください。 

 



【“⑬常用労働者数”について】 

 （１３）常用労働者数とは１年以上継続して雇用される者のことです。

     たとえば、～４４歳（５人）、４５～５４歳（４人）、５５～５９歳

（６人）、６０～６４歳（２人）、６５歳～（２人）の場合

 

 

 

【“⑭過去１年間の離職者の状況”について】 
      

   求職活動支援書は事業主都合の解雇や継続雇用を希望したが基準に該当

しなかったこと（以下、解雇等）による離職予定者が希望した場合に作成

することが義務づけられています（高齢法第１７条）。 

   具体的には、４５歳以上６５歳未満の離職予定者が希望する場合に、事

業主が実施する求人開拓等の再就職援助措置のほか、当該離職予定者が職

務経歴書を作成するための参考となる情報を記載して交付する書面のこと

をいいます。 

 （１４）例えば、過去１年間（平成２１年６月１日から平成２２年５月３１

日まで）に４５歳以上６５歳未満の自己都合退職者を除く離職者の

うち、解雇等による離職者２人に対して求職活動支援書を交付し、

定年などの解雇等以外の離職予定者３人に対して求職活動支援書を

交付した場合

 

  

【“⑮過去１年間の定年到達者等の状況”について】  

 

    

 （１５）例えば、過去１年間（平成２１年６月１日から平成２２年５月３１

日まで）に定年による離職者が５人、継続雇用者が３人、継続雇用

を希望したが基準に該当しないことによる離職者が１人、継続雇用

が終了することによる離職者が２人であった場合

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

10 
5 2

9 5 3 1 2 

 

19 5 4 6 2 2 

10 
5 2 

 



 （１６）「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者の安定

した雇用の確保を推進するための取組の中心的役割を担う者とし

て“高年齢者雇用推進者”を選任していただくことになっていま

すので、作業施設、賃金人事管理の改善などに責任ある立場の人

（人事部長等の人事担当部門の役職者等）を選任のうえ、御記入

ください。 

 

    総務部長 ○○○○ 
総務課長 

△△△△ 

 


